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消費税率改定対応について  
 

2014 年 4 月 1 日からの消費税率改定について、｢旅客運賃等に係る経過措置｣は航空券の発券操

作時点の税率を適用とすることが認められるため、JAL オンライン取扱い航空運賃についても、発

券日の消費税率を適用いたしますことをご案内させていただきます。また、その他の詳細につきまし

ては、下記の通りとなります。 
 

 

《JAL オンライン消費税率改定に伴う取扱い概要》 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尚、JALオンラインでは、航空運賃、料金、空港施設使用料の項目ごとに消費税率を確認（CSVダウンロード）できるよう、

レポート機能の改修を予定しています。詳細は 3 月掲載予定の JAL オンラインの TOP 画面「お知らせ」にてご確認くだ

さい。 （2014 年 4 月ご利用分（5 月初旬請求分）サービスイン予定） 

 

 

《内容についてのお問い合わせ先》 
 

JAL オンラインデスク 

フリーダイヤル：0120-25-2852  有料：03-6720-8612  （9:00～18:00 年中無休） 

 

もしくは担当営業までお願いいたします。 

 

 

                                                                                  以上 
 

 

※ 具体例につきましては、次ページ以降にてご確認ください（例 1～例 5）。 

   尚、航空運賃につきましては届出運賃とは異なっております。 
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《 ＪＡＬオンラインユーザーの皆様へ 》  

 

 

 

 

   

5% 8%

　航空運賃 ３月以前 発券 ４月以降 発券

　空港施設使用料 ３月以前 搭乗 ４月以降 搭乗

　eビジネス６未使用残券請求
有効期限満了日３月以前

＝５月請求分以前

有効期限満了日４月以降

＝６月請求分以降

　取消手数料

(取消日にかかわらず消費税不課税　０％)

対象項目
消費税率



 

例 1 旅程を追加した場合（運賃種別の変更が無い場合） 
 

 

 

 

 
＜ケース 1＞ 券片 1 を e ﾋﾞｼﾞﾈｽ 6 で 3 月に発券、3 月に券片 2 を追加、4 月に搭乗した場合、券片 1･2 には 5%が適用されます。 

＜ケース 2＞ 券片 1 を e ﾋﾞｼﾞﾈｽ 6 で 3 月に発券、4 月に変更・再発券、券片 2 を 4 月に追加、4 月に搭乗した場合、 

1 券片目は 5%、2 券片目は 8%が適用されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例 2 旅程を追加した場合（運賃種別の変更がある場合） 

 

 

 

 

 
＜ケース 3＞ 券片 1 を普通運賃で 3 月に発券、3 月に券片 2 を追加（往復割引となる）、4 月に搭乗した場合、券片 1･2 は 

5%が適用されます。 

＜ケース 4＞ 券片 1 を普通運賃で 3 月に発券、4 月に券片 2 を追加（往復割引となる）、4 月に搭乗した場合、1 券片目は 5%、 

         2 券片目は 8%が適用されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月発券分 (5%)

4月発券分 (8%) 15,550東京＝大阪

3月 4月
区間 eビジネス6

17,250 15,200東京＝大阪

　

3月発券分 (5%)

4月発券分 (8%)

区間 往復割引
3月 4月

東京＝大阪 24,600 22,500 21,400
3月

普通運賃
4月

20,500
21,100東京＝大阪 23,100



 

例 3 旅程の一部を取り消して運賃種別が変更となる場合 
 

 

 

 

 
＜ケース 5＞ 券片 1 ・2 を往復割引で 3 月に発券、3 月に券片 2 を取消（券片 1 は普通運賃となる）、4 月に搭乗した場合、 

券片 1 には 5%が適用されます。 

＜ケース 6＞ 券片 1 ・2 を往復割引で 3 月に発券、4 月に券片 2 を取消（券片 1 は普通運賃となる）、4 月に搭乗した場合、 

券片 1 には 5%が適用されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例 4 クラスを変更した場合（料金が追加となる場合） 

 

 

 

 

 
＜ケース 7＞ 券片 1 を普通運賃で 3 月に発券、3 月に券片 1 を F クラスへ変更、4 月に搭乗した場合、F クラス料金には 5%が 

         適用されます。 

＜ケース 8＞ 券片 1 を普通運賃で 3 月に発券、4 月に券片 1 を F クラスへ変更、4 月に搭乗した場合、F クラス料金には 8%が 

         適用されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月発券分 (5%)

4月発券分 (8%)

4月

20,500

区間 往復割引
3月 4月

東京＝大阪 24,600 22,500

普通運賃

21,400

3月

21,100東京＝大阪 23,100

3月発券分 (5％)  3月発券分 (5％)

4月発券分 (8％)  4月発券分 (8％)

4月

8,000

8,00024,600 22,500

3月 4月 3月

東京＝大阪 23,100

普通運賃

8,0001,000 1,000

1,000

クラスJ ファーストクラス（Fｸﾗｽ）区間

3月 4月

東京＝大阪



 

例 5 e ビジネス 6 の有効期限が切れた場合（残券請求） 
 

e ビジネス６を有効期限内に６回使用できなかった場合の残券請求については下記の通りとなります。 

 

使用されなかった回数分の e ビジネス 6 運賃合計額と、ご使用済分ごとの普通運賃と e ビジネス 6 運賃との差額の 

合計値を比較して安い方の金額を請求させていただきます。 

※運賃は税込・空港施設使用料込の金額になります。 

※未使用分の e ビジネス 6 には空港施設使用料は含みません。   

 

 

 

 

 

 
＜ケース 9＞ 有効期限が 3 月 30 日、4 枚利用 2 枚分未使用の場合 

※e ビジネス 6・普通運賃の金額は税込・空港施設使用料込の金額です 

 

 

 

 

 

 

 
大人普通運賃との差額の方が安価なため、29,400 円を 5 月搭乗分と同時に 6 月に請求となります。 

請求金額は 29,400 円 消費税率は 5％。 

 

 
＜ケース 10＞ 有効期限が 4 月 15 日、5 枚利用 1 枚分未使用の場合 

※e ビジネス 6・普通運賃の金額は税込・空港施設使用料込の金額です 

 

 

 

 

 

 

 
未使用残券の方が安価なため、14,910 円を 6 月搭乗分と同時に 7 月に請求となります。 

請求金額は 14,910 円 消費税率は 8％。 

 

 

＜ケース 11＞ 有効期限が 4 月 15 日、2 枚利用 4 枚分未使用の場合 

※e ビジネス 6・普通運賃の金額は税込・空港施設使用料込の金額です 

 

 

 

 

 

 

 
大人普通運賃との差額の方が安価なため、7,350 円を 6 月搭乗分と同時に 7 月に請求となります。 

請求金額は 7,350 円 消費税率は 8％。 

 

 

                                                           

 

3月以前発券分 (5%) 3月までの搭乗分 (5% )

4月以降発券分 (8%)   4月以降搭乗分 (8%)

※eビジネス6・普通運賃の金額は、税込・空港施設使用料込の金額です

東京＝大阪 23,100

4月
区間 eビジネス6

17,250 15,200
12～3月 4月

東京＝大阪 24,600 22,500
290

普通運賃 空港施設使用料
3月まで 4月以降

170
15,550

12～3月

3 枚目は 3 月発券 

消費税 5%。 

4・5 枚目は 4 月発券、 

消費税 8%。 

eﾋﾞｼﾞﾈｽ6期間最安値

には空港施設使用料

は含まれません。 

 

 

eﾋﾞｼﾞﾈｽ6期間最安値

には空港施設使用料

は含まれません。 

e ﾋﾞｼﾞﾈｽ 6 期間最安値

には空港施設使用料

は含まれません。 


